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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生される映像コンテンツを表示する表示部と、
　再生中の映像コンテンツに関連する複数の映像コンテンツに付随する属性情報に基づい
て、前記再生中の映像コンテンツとの関連性について前記複数の映像コンテンツに優先度
を付けるコンテンツ決定部と、
　前記再生中の映像コンテンツに関連する前記複数の映像コンテンツの数が予め定められ
た上限数を超える場合に、前記複数の映像コンテンツのうち前記優先度の高い映像コンテ
ンツを選択して、前記再生中の映像コンテンツとともに前記表示部に表示する画面構成部
と、
を備え、
　前記コンテンツ決定部は、前記再生中の映像コンテンツの未再生部分と時間的な重複の
多い映像コンテンツほど前記優先度を高く決定することを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の映像表示装置であって、
　前記コンテンツ決定部は、前記再生中の映像コンテンツに対して、フレームレートが近
い映像コンテンツほど前記優先度を高く決定することを特徴とする映像表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の映像表示装置であって、
　前記コンテンツ決定部は、前記再生中の映像コンテンツに対して、解像度が近い映像コ
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ンテンツほど前記優先度を高く決定することを特徴とする映像表示装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の映像表示装置であって、
　前記コンテンツ決定部は、前記再生中の映像コンテンツに対して、撮影位置が近い映像
コンテンツほど前記優先度を高く決定することを特徴とする映像表示装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の映像表示装置であって、
　前記コンテンツ決定部は、前記再生中の映像コンテンツに対して、撮影方位がより対角
に近い映像コンテンツほど前記優先度を高く決定することを特徴とする映像表示装置。
【請求項６】
　再生される映像コンテンツを表示する第１ステップと、
　再生中の映像コンテンツに関連する複数の映像コンテンツに付随する属性情報に基づい
て、前記再生中の映像コンテンツとの関連性について前記複数の映像コンテンツに優先度
を付ける第２ステップと
　前記再生中の映像コンテンツに関連する前記複数の映像コンテンツの数が予め定められ
た上限数を超える場合に、前記複数の映像コンテンツのうち前記優先度の高い映像コンテ
ンツを選択して、前記再生中の映像コンテンツとともに表示する第３ステップと、
　を備え、
　前記第２ステップは、前記再生中の映像コンテンツの未再生部分と時間的な重複の多い
映像コンテンツほど前記優先度を高く決定することを特徴とする映像表示方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のコンピュータプログラムを格納したコンピュータで読み取り可能な記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生中の映像コンテンツと、この映像コンテンツと関連性が高い映像コンテ
ンツを同時に表示するいわゆるマルチ画面表示を行う映像表示装置及び映像表示方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットを利用して静止画または動画を共有するサービス（以下、映像共
有サービスと称する）が普及してきている。
　従来の映像共有サービスは、以下のようなものである。ユーザは、まず、デジタルカメ
ラ等の撮影装置で撮影した静止画または動画（以下、映像コンテンツと称する）をパーソ
ナルコンピュータ（以下、ＰＣ）に取り込む。ユーザは、映像コンテンツを取り込んだＰ
Ｃをインターネットに接続し、映像コンテンツをサーバーの特定領域にアップロードする
。
【０００３】
　サーバーは、映像コンテンツがアップロードされた領域とその映像コンテンツのＵＲＬ
を、電子メールなどの手段によりユーザに通知する。ユーザは、このＵＲＬを元にインタ
ーネットブラウザを使って映像コンテンツをダウンロードして、映像を再視聴することが
できる。ユーザは、また、他のユーザにこのＵＲＬを通知し、他のユーザに映像コンテン
ツを公開することができる。
【０００４】
　特許文献１は、撮影された映像コンテンツを集めて、フォトアルバムまたはビデオアル
バムとしてマルチビューと呼ばれるマルチ画面表示をする技術を開示している。ここで、
マルチビュー又はマルチ画面表示とは、複数のコンテンツを同時に１画面に表示する出力
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方法をいう。
【特許文献１】特開２００６－１８００７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の映像共有サービスによれば、ユーザが単一のコンテンツを選択し
て視聴することはできるが、複数のコンテンツ（例えば、運動会や結婚式等の同一イベン
トを複数人が撮影したコンテンツ）を同時に視聴したり、切り替えながら視聴することが
できない、という課題があった。
【０００６】
　また、特許文献１が開示している技術は、複数のコンテンツについてマルチ画面表示を
行い、ユーザは複数のコンテンツを同時に視聴することができるが、多数のコンテンツの
うち、時間的または空間的に関連性があるコンテンツを選択して、マルチ画面表示を行う
ことはできない、という課題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、複数のコンテンツについてマルチ画面表示を行うとき、再生中のコ
ンテンツと関連性の高いコンテンツを適切に選択して表示することができる映像表示装置
及び映像表示方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するため、本発明の映像表示装置は、再生される映像コンテンツを
表示する表示部と、再生中の映像コンテンツに関連する複数の映像コンテンツに付随する
属性情報に基づいて、再生中の映像コンテンツとの関連性について複数の映像コンテンツ
に優先度を付けるコンテンツ決定部と、再生中の映像コンテンツに関連する複数の映像コ
ンテンツの数が予め定められた上限数を超える場合に、複数の映像コンテンツのうち優先
度の高い映像コンテンツを選択して、再生中の映像コンテンツとともに表示部に表示する
画面構成部と、を備え、コンテンツ決定部は、再生中の映像コンテンツの未再生部分と時
間的な重複の多い映像コンテンツほど優先度を高く決定することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の映像表示方法は、再生される映像コンテンツを表示する第１ステップと
、再生中の映像コンテンツに関連する複数の映像コンテンツに付随する属性情報に基づい
て、再生中の映像コンテンツとの関連性について複数の映像コンテンツに優先度を付ける
第２ステップと、再生中の映像コンテンツに関連する複数の映像コンテンツの数が予め定
められた上限数を超える場合に、複数の映像コンテンツのうち優先度の高い映像コンテン
ツを選択して、再生中の映像コンテンツとともに表示する第３ステップと、を備え、第２
ステップは、再生中の映像コンテンツの未再生部分と時間的な重複の多い映像コンテンツ
ほど優先度を高く決定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、マルチ画面表示の対象となるコンテンツが多数存在する場合であって
も、再生中のコンテンツとの関連性の高いコンテンツが適切に選択されて表示部に表示さ
れるため、ユーザの利便性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。
（第1実施形態）
　本発明の第１実施形態である映像表示システムについて説明する。
　図１は、本発明が適用された第1実施形態である映像表示システムの構成図である。映
像表示システムは、映像表示装置１００と、映像配信サーバー２００と、映像表示装置１
００と映像配信サーバー２００とが接続されたネットワーク３００とから構成される。
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【００１２】
　映像表示装置１００は、図１に示すように、通信部１０１と、バッファ１０２と、デコ
ーダ１０３と、画面構成部１０４と、音声出力部１０５と、映像出力部１０６と、表示部
１０７と、スピーカー１０８とを備えている。映像表示装置１００は、さらに、外部メモ
リＩ／Ｆ１１５と、コンテンツ決定部１０９と、メモリ１１０と、受光部１１３と、制御
部１１２と、ＵＩ制御部１１１とを備えている。映像表示装置１００は、さらに、リモー
トコントローラ（以下、リモコン）１１４を備えている。
【００１３】
　通信部１０１は、ＬＡＮ（Local Area Network）を介して、またはインターネット等の
公衆ネットワークを介して外部に存在する映像配信サーバー２００等と通信を行う。バッ
ファ１０２は、通信部１０１に接続され、通信部１０１より入力された映像コンテンツデ
ータ等をバッファリングし、後段のデコーダ１０３に出力する。
【００１４】
　デコーダ１０３は、入力された映像コンテンツのうち、映像データ及び音声データをデ
コードする。デコーダ１０３は、複数の映像コンテンツが入力された場合、並列処理によ
り複数の映像コンテンツを同時にデコードすることが可能である。
【００１５】
　画像構成部１０４は、デコーダ１０３でデコードされた映像データを受け取り、映像出
力部１０６に書き込む。画像構成部１０４は、表示位置の制御を行って、マルチビュー表
示と呼ばれるマルチ画面表示を行う。マルチビュー表示またはマルチ画面表示とは、複数
の映像を同時に１画面に表示する出力方法をいう。
【００１６】
　映像出力部１０６は、映像データを表示部１０７へ出力する。音声出力部１０５は、デ
コーダ１０３でデコードされた音声データを受け取り、スピーカー１０８に出力する。
【００１７】
　コンテンツ決定部１０９は、再生中の映像コンテンツと関連する映像コンテンツの情報
（以下、コンテンツ情報と称する）を映像配信サーバー２００より通信部１０１を介して
受信する。コンテンツ決定部１０９は、受信したコンテンツ情報に基づき、マルチ画面表
示の対象となる映像コンテンツを決定する。なお、コンテンツ決定方法に関する詳細は、
後述する。
【００１８】
　メモリ１１０は、後述するＧＵＩデータや映像コンテンツデータに付随するコンテンツ
属性情報を記憶する。ＵＩ制御部１１１は、ユーザからの操作情報やシステムの動作状態
に応じて、各種ＧＵＩデータ（イメージデータ、テキストデータ等）をメモリ１１０より
取得し、画面構成部にＧＵＩを重畳させる制御を行う。
【００１９】
　制御部１１２は、各部に対し一連の処理実行の指示を行う。受光部１１３は、リモコン
１１４からの信号を受信し、ユーザとのインタラクションを行う。外部メモリＩ／Ｆ１１
５は、接続されたＳＤカードやＵＳＢデバイスとの間でデータの入出力処理を行う。
【００２０】
　次に、映像配信サーバー２００の構成を説明する。映像配信サーバー２００は、通信部
２０１と、配信処理部２０２と、検索部２０４と、制御部２０５と、映像コンテンツデー
タベース２０６と、コンテンツ管理データベース２０７とから構成される。
【００２１】
　通信部２０１は、ＬＡＮを介して、またはインターネットなどの公衆ネットワークを介
して外部に存在する映像表示装置１００等と通信を行う。配信処理部２０２は、映像表示
装置１００からの要求に応じて、映像コンテンツを選択するためのポータル画面（ＨＴＭ
Ｌコンテンツ）を配信する。配信処理部２０２は、また、ポータル画面から選択された映
像コンテンツを、後述する映像コンテンツデータベース及びコンテンツ管理データベース
より取得し、配信する。
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【００２２】
　検索部２０４は、配信している映像コンテンツに関連する映像コンテンツを、コンテン
ツ管理データベースより検索し、検索結果であるコンテンツ属性情報を映像表示装置１０
０に通信部２０１を介して送信する。制御部２０５は、各部に対し一連の処理実行の指示
を行う。
【００２３】
　映像コンテンツデータベース２０６は、配信サーバー２００が配信する映像コンテンツ
を保存及び管理するハードディスク装置等の記憶装置及びデータベースエンジンである。
コンテンツ管理データベース２０７は、映像コンテンツデータベース２０６に蓄積されて
いるコンテンツの属性情報を保存及び管理するデータベースエンジンである。
【００２４】
　図２Ａ及び図２Ｂは、映像配信サーバー２００のコンテンツ管理データベース２０７が
保持するデータの構成を説明する為の図である。
【００２５】
　図２Ａにおいて、コンテンツＩＤは、登録された映像コンテンツを一意に識別する為の
識別子である。コンテンツＩＤによって、映像コンテンツデータベース２０６内の映像コ
ンテンツを照会することができる。
【００２６】
　ユーザＩＤは、サーバーに映像コンテンツを登録したユーザを一意に識別する為の識別
子である。グループＩＤは、各ユーザが所属するグループを識別する為の識別子であり、
公開範囲の指定のために使用される。ユーザは映像コンテンツをアップロードするときに
公開範囲を選択することができる。公開範囲として、ユーザは、映像コンテンツの公開、
非公開、グループ内のみの公開のいずれかの選択することができる。
【００２７】
　撮影日時は、映像コンテンツを撮影した日時である。撮影時間は、映像コンテンツの記
録時間である。撮影機器とは、映像コンテンツを記録した機器を識別する為の値であり、
本実施形態では、ＭＡＣアドレスによって識別する。
【００２８】
　図２Ｂにおいて、位置情報は、映像コンテンツを撮影した場所を示す。方位（撮影方位
）とは、映像コンテンツを撮影した際、どちらの向きで撮影したかを特定するものである
。具体的には、０°、９０°、１８０°、２７０°がそれぞれ北、東、南、西を表してい
る。映像コンテンツの撮影においては、撮影中に方位が変化するが、第１実施形態では、
撮影開始時の方位を記録する。
【００２９】
　撮影機器は、撮影時間、撮影機器、解像度、フレームレート、位置情報及び方位を、映
像コンテンツのコンテンツ属性情報として記憶する。例えば、方位センサーを搭載してい
ない撮影機器の場合、方位が記録されていない為、コンテンツ管理データベース上は、「
ＮＡ」と記録される。
【００３０】
　コンテンツ管理データベース２０７は、登録された全ての映像コンテンツに対し、上述
した情報を集めたテーブルを作成及び保持している。このテーブルは情報を検索するとき
に利用される。
【００３１】
　図３は、ユーザが視聴を望む映像コンテンツを指定し、マルチ画面表示が可能であるこ
とを通知するまでの映像表示装置１００と映像配信サーバー２００との間の処理を示した
フローチャートである。なお、図３の一連の処理の実行の指示は、全て映像表示装置１０
０の制御部１１２及び映像配信サーバー２００の制御部２０５が行う。
【００３２】
　図３を参照して、まず、ストリーミング再生開始までの基本フローを説明する。
【００３３】
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　映像表示装置１００の表示部１０７が映像コンテンツ選択用のポータル画面を表示して
いるとき、ユーザがリモコン１１４により視聴したい映像コンテンツを指定する（Ｓ３０
１）。受光部１１３からの要求を受けた制御部１１２は、通信部１０１を介して指定され
た映像コンテンツの配信を映像配信サーバーに要求する（Ｓ３０２）。
【００３４】
　映像配信サーバー２００の配信処理部２０２は、映像コンテンツの配信要求を受信する
（Ｓ３０３）。映像配信サーバー２００の配信処理部２０２は、指定された映像コンテン
ツを映像コンテンツデータベース２０６より取得し、通信部２０１を介してストリーミン
グ配信を実施する（Ｓ３０４）。
【００３５】
　映像表示装置１００は、ストリーミング受信を開始する（Ｓ３０５、Ｓ３０６）。映像
表示装置１００の制御部１１２は、ネットワーク通信状況等により適宜バッファ１０２を
用いてバッファリングを行い、デコーダ１０３でデコードを行い、画面構成部１０４及び
映像出力部１０６を制御しながら映像コンテンツのストリーミング再生を行う（Ｓ３０７
）。
【００３６】
　続いて、図３を参照して、再生中の映像コンテンツに関連する他の映像コンテンツを検
索し、ユーザに対してマルチ画面表示が可能であることを提示するまでのフローの一例に
ついて説明する。
【００３７】
　映像配信サーバー２００の検索部２０４は、再生中の映像コンテンツと関連性の高いコ
ンテンツをコンテンツ管理データベースより検索する（Ｓ３０８）。ここで、「関連性の
高いコンテンツ」とは、再生中のコンテンツと撮影日時、撮影時間及び撮影位置情報が同
一若しくは近似する映像コンテンツである。
【００３８】
　図４は、映像コンテンツ間の撮影時間と位置情報の関連を模式的に示した図である。立
方体４０１は、コンテンツＩＤ１のコンテンツの撮影時間及び撮影位置（緯度及び経度）
を示したものである。具体的には、Ｚ軸は撮影時間を表し、Ｘ軸は緯度を表し、Ｙ軸は経
度を示す。コンテンツＩＤ１のＺ軸方向の高さは、撮影時間に応じて設定される。コンテ
ンツＩＤ１の位置情報に基づいてコンテンツＩＤ１の中心が決定され、この中心から緯度
及び経度に対して一定の誤差を設定する。同様に、立方体４０２は、コンテンツＩＤ２の
撮影時間及び撮影位置を示したものである。第１実施形態における「関連性の高いコンテ
ンツ」とは、立方体４０１及び４０２が重なり合うコンテンツをいう。
【００３９】
　図３に戻り、Ｓ３０８において検索部２０４が関連性の高いコンテンツを検索し、映像
配信サーバー２００の制御部２０５は、関連性の高いコンテンツの有無を判定する（Ｓ３
０９）。Ｓ３０９において、関連性の高いコンテンツが無かった場合は、マルチ画面表示
に関する一連の処理が終わる。一方、Ｓ３０９において、関連性の高いコンテンツが存在
した場合は、制御部２０５は、存在する関連性の高いコンテンツの属性情報を、コンテン
ツ管理データベース２０７より収集し、通信部２０１を介して映像表示装置１００に送信
する（Ｓ３１０）。
【００４０】
　映像表示装置１００は、通信部１０１を介して関連コンテンツの属性情報を受信する（
Ｓ３１１）。映像表示装置１００の制御部１１２は、属性情報をメモリ１１０に一時的に
保存する。コンテンツ決定部１０９は、属性情報及び現在再生中コンテンツの再生位置に
基づいて、マルチ画面表示する映像コンテンツを決定する。
【００４１】
　コンテンツ決定部１０９は、現在再生中のコンテンツの再生位置（ｔ＝ｔ）、終了時刻
（ｔ＝Ｔ１e）と、メモリ１１０に受信した各関連コンテンツの開始時刻（ｔ＝Ｔ２s）、
終了時刻（ｔ＝Ｔ２e）を比較する。以下の条件が成立した場合、マルチ画面表示する映
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像コンテンツが存在することをユーザに提示する（Ｓ３１２～Ｓ３１４）。
【００４２】
　式１：Ｔ２ｅ－ｔ＞ΔＴ
　式２：Ｔ１ｅ－Ｔ２ｓ＞ΔＴ
　条件：式１且つ式２
　ここで、ΔＴとは、時間的な幅を示す正の値で、第１実施形態では３０ｓ（３０秒）を
基準とする。
【００４３】
　コンテンツ決定部１０９は、上述した条件を満たすコンテンツが存在した場合、マルチ
画面表示が可能な映像コンテンツが存在する事をユーザに提示する。一方、上記条件を満
たすコンテンツが複数見つかった場合、コンテンツ決定部１０９は、以下の条件に基づき
、コンテンツに優先度をつける。
【００４４】
　条件１：再生中コンテンツの未再生部分との時間的な重複の多いコンテンツ
　条件２：再生中コンテンツとフレームレートの近いコンテンツ
　条件３：再生中コンテンツと解像度の近いコンテンツ
　条件４：再生中コンテンツと位置・方位から、より対角位置から撮影したコンテンツ
【００４５】
　以下、図５を参照して、具体的なマルチ画面表示を行うコンテンツ決定方法の一例を説
明する。また、図６は、具体的なマルチ画面表示の一例を示す。
【００４６】
　図５において、再生中のコンテンツの撮影時間、及び図３のＳ３１３で見つかった関連
コンテンツの撮影時間を横軸方向の長さによって示した図である。コンテンツＩＤは、メ
モリに一時的に蓄積されたコンテンツ属性情報のコンテンツＩＤに相当し、図２のコンテ
ンツＩＤ０～６に該当する。
【００４７】
　ユーザは、コンテンツＩＤが「３」であるコンテンツ（以下、コンテンツ３）を再生し
ており、現在の再生位置はｔｐであるものとする。Ｔｓは、再生中コンテンツの撮影開始
時刻を表す。Ｔｅは、撮影終了時刻を表す。ｔｐは、映像配信サーバー２００の検索部２
０４より関連コンテンツの属性情報を受信した時間を表す。コンテンツ３に関連性の高い
コンテンツはコンテンツＩＤ０、１、２、４、５、６である。各コンテンツの斜線部は、
再生中コンテンツの未再生部分との時間的な重複を明示的に示すものである。
【００４８】
　図６を参照して、図５に示すコンテンツを視聴する際の画面表示例６０１～６０７を説
明する。
【００４９】
　画面表示例６０１は、コンテンツ３の再生開始時Ｔｓにおける表示部１０７の画面表示
例であり、表示部１０７はコンテンツ３を１画面で表示している。画面表示例６０２は、
再生位置ｔがｔｐであるときの画面表示例である。画面表示例６０２において、映像配信
サーバー２００より関連するコンテンツがある旨の通知を受けて、表示部１０７は画面下
部に「マルチ視聴できます」旨のメッセージを表示し、ユーザに対してマルチ画面表示が
可能であることを通知している。
【００５０】
　再生位置ｔｐにおいて、マルチ画面表示が可能なコンテンツは、コンテンツ０～２であ
る。再生位置が進行し、式１の条件を満たさなくなったとき、コンテンツ決定部１０９は
そのコンテンツを除外する。例えば、再生位置が進行すると、コンテンツ決定部１０９は
、コンテンツ１を除外する。映像表示装置１００は、コンテンツ１が除外されたため、残
っている関連するコンテンツ０及び２の配信を映像配信サーバー２００に対して要求する
。
【００５１】
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　ユーザは、画面表示例６０２においてマルチ画面表示が可能である旨の通知を見て、リ
モコンを操作してマルチ画面表示を指示する。画面構成部１０４は、マルチ画面表示であ
る画面表示例６０３を表示部１０７に表示する。画面表示例６０３において、画面構成部
１０４はコンテンツ３を中央上部に表示し、コンテンツ０を左下部に表示し、コンテンツ
２を右下部に表示する。
【００５２】
　画面表示例６０４は、再生位置Ｔ２での画面表示例である。画面表示例６０２と同様に
、表示部１０７は、マルチ画面表示が可能なコンテンツが存在することをユーザに通知す
る。第１実施例においては、同時に表示可能なコンテンツ数の上限が４に設定されている
。
【００５３】
　再生位置Ｔ２では、コンテンツ４及び５がマルチ画面表示の候補であるが、既に３個の
コンテンツが表示されているため、候補となるコンテンツを絞る。すなわち、コンテンツ
決定部１０９は、上述した条件１ないし４に従い、候補とするコンテンツを１つに決定す
る。
【００５４】
　コンテンツ４及び５は、条件１、２に関して同一である。条件３に関して、コンテンツ
４の解像度は１２８０×７６８であるのに対し、コンテンツ５の解像度は１９２０×１０
８０であるので、コンテンツ５の解像度は再生中のコンテンツ３の解像度と同等である。
従って、コンテンツ決定部１０９は、コンテンツ５をマルチ画面表示の候補として決定す
る。
【００５５】
　画面表示例６０５は、画面表示例６０４での通知を見たユーザが、マルチ画面表示を希
望した場合の画面表示例である。画面表示例６０５において、画面構成部１０４はコンテ
ンツ３を中央上部に表示し、コンテンツ０、２、５について下部に表示するマルチ画面表
示を行う。
【００５６】
　画面表示例６０６は、コンテンツ５が終了した時間Ｔ４の表示を示し、画面構成部１０
４は残ったコンテンツ０，２，３のマルチ画面表示を行う。ここで、コンテンツ６もマル
チ画面表示の候補であるが、コンテンツ６の再生可能な時間が所定の時間の３０秒以下で
あるため、ユーザに対する通知は行わない。
【００５７】
　画面表示例６０６において、もし３０秒以上のコンテンツ０及び２の再生が続き、且つ
その間に他のマルチ画面表示の候補（例えば、コンテンツ７）が現れた場合は、制御部１
１２は、コンテンツ５の表示エリアをブランクとして残しておき、コンテンツ７の再生開
始時刻になったタイミングで、その表示エリアにコンテンツ７を表示させる。
【００５８】
　画面表示例６０７は、元々再生していたコンテンツ３が終了した時間における画面表示
例である。画面表示例６０７では、制御部２１１は、ユーザに対してそのままの状態で視
聴を続けるか、コンテンツ０若しくは２を全画面で表示させるか、若しくは映像コンテン
ツの再生自体を終了させるか、をユーザに選択させる。
【００５９】
　上述したように第１実施形態によれば、マルチ画面表示の対象となるコンテンツが多数
存在する場合であっても、再生中のコンテンツとの関連性の高いコンテンツが適切に選択
されて表示部に表示されるため、ユーザの利便性を向上させることができる。
【００６０】
　また、第１実施形態によれば、ユーザは関連するコンテンツを同時に見たり、あるいは
時間的又は空間的に近くで起った出来事を同時に別の角度から見たりすることが可能とな
る。
【００６１】
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（第２実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。以下、第２実施形態に係る説明は、
第１実施形態との相違点についてのみ説明するものとし、第１実施形態と同一の構成、同
一の動作には第１実施形態で説明したものと同一の符号を付与して、その詳細な説明は省
略する。
【００６２】
　第２実施形態では、通信機能を有する撮影装置８００が、撮影した映像コンテンツを映
像配信サーバー７００に逐次アップロードする。映像表示装置１００は、逐次アップロー
ドされた映像コンテンツをライブ放送として表示する。
【００６３】
　図７は、本発明が適用される第２実施形態である映像表示システムの構成を示す。この
映像表示システムは、映像表示装置１００と、映像配信サーバー７００と、撮影装置８０
０と、無線基地局９００とから構成される。第１実施形態との違いは、通信機能を有する
撮影装置８００及び撮影装置８００が送信する映像コンテンツを映像配信サーバー７００
に中継するための無線基地局９００が追加された点である。
【００６４】
　映像配信サーバー７００は、第１実施形態と同様に、通信部２０１と、検索部２０４と
、制御部２０５と、コンテンツ管理データベース２０７とを有し、更に、転送処理部７０
１を有する。転送処理部７０１は、後述する撮影装置８００から受信した映像コンテンツ
及び付加情報のうち、映像コンテンツを映像表示装置１００に転送し、付加情報をコンテ
ンツ管理データベース２０７に一時的に蓄積する。コンテンツ管理データベース２０７が
付加情報を記憶しておく期間は、対象の映像コンテンツを受信している期間である。転送
処理部７０１は、蓄積したコンテンツ付加情報に基づき、ユーザに提示する映像コンテン
ツを選択させるためのポータル画面（例えば、ＨＴＭＬコンテンツ）を作成する。
【００６５】
　撮影装置８００は、通信部８０１と、配信処理部８０２と、撮像部８０３と、制御部８
０４と、付加情報生成部８０５と、外部メモリＩ／Ｆ８０６と、ＵＩ・表示部８０７とか
ら構成される。なお、撮影装置８００は、単一であってもよいし、複数あってもよい。
【００６６】
　通信部８０１は、無線ＬＡＮ等によって通信される無線基地局を介して、外部に存在す
る映像配信サーバー７００に対して、映像コンテンツ及び映像コンテンツに関連する属性
情報を通知する。配信処理部８０２は、撮像部８０３の撮影したコンテンツ及び付加情報
生成部の作成したコンテンツ属性情報を、通信部１０１を介して配信するための処理を行
う。
【００６７】
　撮像部８０３は、ＣＣＤ等の記憶媒体であり、ユーザの撮影したコンテンツを不図示の
メモリに記録する。制御部８０４は、撮影装置８００の各部を統括的に制御するための処
理実行部である。付加情報生成部８０５は、撮影コンテンツの属性情報として、付加情報
を生成し、撮影コンテンツと共に不図示のメモリに記憶する。生成された付加情報は、撮
影開始日時、解像度、フレームレート、位置及び方位情報を含む。
【００６８】
　外部メモリＩ／Ｆ８０６は、着脱可能な不揮発性のメモリーカードとの入出力を行う。
外部メモリＩ／Ｆ８０６は、不図示のメモリに一時的に記憶した映像コンテンツ及びコン
テンツ属性情報をメモリーカードに記録するとき、そして、記録された映像コンテンツを
メモリーカードから読み出すときに使用する。ＵＩ・表示部８０７は、有機ＥＬ等の表示
装置と本体に付属するボタン等で構成される。ユーザは、ＵＩ・表示部８０７を操作して
、撮像部８０３の撮影した映像コンテンツを確認したり、撮影した映像コンテンツをサー
バーにアップロードする。
【００６９】
　以下、第２実施形態である映像表示システムの動作について説明する。ユーザは、まず
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、映像表示装置１００のリモコン１１４を用い、表示部１０７に表示されているポータル
画面から、特定のコンテンツを選択する。配信サーバー７００は、指定されたコンテンツ
の配信を開始する。
【００７０】
　その後、検索部２０４は、配信中のコンテンツに関連するコンテンツを検索する。すな
わち、検索部２０４は、コンテンツ管理データベース２０７から、撮影開始時間及び撮影
位置情報が同一若しくは近似するコンテンツを検索する。検索部２０４は、関連するコン
テンツを発見した場合、関連するコンテンツの属性情報をコンテンツ管理データベース２
０７より映像表示装置１００に送信する。
【００７１】
　映像表示装置１００が複数の関連コンテンツの属性情報を受信した場合、コンテンツ決
定部１０９は、以下の条件に基づき、コンテンツに優先度をつける。
【００７２】
　条件１：再生中コンテンツとフレームレートの近いコンテンツ
　条件２：再生中コンテンツと解像度の近いコンテンツ
　条件３：再生中コンテンツと位置・方位から、より対角位置から撮影したコンテンツ
　上記条件に基づき、コンテンツ決定部１０９はマルチ画面表示を行うるコンテンツを決
定する。
【００７３】
　以上述べたように、第２実施形態によれば、第１実施形態と同様に、マルチ画面表示の
対象となるコンテンツが多数存在する場合であっても、再生中のコンテンツとの関連性の
高いコンテンツが適切に選択されて表示部に表示されるため、ユーザの利便性を向上させ
ることができる。
【００７４】
　また、第２実施形態によれば、ユーザは、撮影装置８００の撮影した映像コンテンツを
映像表示装置１００でライブ放送として視聴することが可能となる。
【００７５】
（変形例）
　第１実施形態及び第２実施形態では、コンテンツ決定部１０９がマルチ画面表示可能な
コンテンツ有無の判定基準として、式１及び式２を設定し、ΔＴを３０秒（３０ｓ）とし
た。しかし、ΔＴはこれに限られず、例えば、再生中コンテンツの記録時間の数％を設定
するとしても良い。
【００７６】
　第１実施形態及び第２実施形態では、コンテンツ決定部１０９がコンテンツを決定する
際の条件として、複数の条件を使用した。しかし、これに限られず、例えば、映像配信サ
ーバー側に顔認識部を設け、再生中コンテンツの被写体の顔を検知・認識し、同じ被写体
の撮影されたコンテンツを優先的に提示するとしても良い。
【００７７】
　第１実施形態及び第２実施形態では、マルチ画面表示を行うコンテンツの表示位置は固
定されていたが、これに限られず、コンテンツ属性情報の位置情報及び方位に合わせて再
生中のコンテンツの上下左右のいずれかの領域に表示するかを決定してもよい。
【００７８】
　第１実施形態及び第２実施形態では、再生中のコンテンツは、映像配信サーバー２００
から配信された。しかし、これに限ることはなく、例えば外部メモリＩ／Ｆ１１５から読
み取ったコンテンツを再生し、通信部１０１を介して再生中のコンテンツ属性情報を映像
配信サーバー２００に送信することによって、関連するコンテンツを検索し、マルチ画面
表示を行ってもよい。
【００７９】
　尚、本発明はその精神、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実現
する事が出来る。従って、前述の実施形態はあらゆる点に於いて単なる例示に過ぎず、限
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定的に解釈してはならない。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第１実施形態である映像表示装置及び映像表示システムの概略構成を示
すブロック図である。
【図２Ａ】第１実施形態に於ける映像配信サーバーのコンテンツ管理データベースが保持
するデータの構成を説明する為の図である。
【図２Ｂ】第１実施形態に於ける映像配信サーバーのコンテンツ管理データベースが保持
するデータの構成を説明する為の図である。
【図３】第１実施形態に於ける映像表示装置と映像配信サーバーとの間の基本配信処理及
び関連コンテンツ検索処理の基本動作フローを示すフローチャートである。
【図４】第１実施形態に於ける関連するコンテンツの関連性を模式的に示した図である。
【図５】第１実施形態に於ける複数の関連コンテンツから、マルチ画面表示するコンテン
ツを決定するまでの処理を説明するための図である。
【図６】第１実施形態に於けるマルチ画面表示する際の画面表示例を示した図である。
【図７】本発明の第２実施形態である映像表示装置及び映像表示システムの概略構成を示
すブロック図である。
【符号の説明】
【００８１】
１００　映像表示装置
１０１　通信部
１０２　バッファ
１０３　デコーダ
１０４　画面構成部
１０５　音声出力部
１０６　映像出力部
１０７　表示部
１０８　スピーカー
１０９　コンテンツ決定部
１１０　メモリ
１１１　ＵＩ制御部
１１２　制御部
１１３　受光部
１１４　リモコン
１１５　外部メモリＩ／Ｆ
２００、７００　映像配信サーバー
２０１　通信部
２０２　配信処理部
２０４　検索部　
２０５　制御部
２０６　映像コンテンツデータベース
２０７　コンテンツ管理データベース
８００　撮影装置
８０１　通信部
８０２　配信処理部
８０３　撮像部
８０４　制御部
８０５　付加情報生成部
８０６　外部メモリＩ／Ｆ
８０７　ＵＩ・表示部
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